
　
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
は
、
社

会
保
障
と
税
の
各
制
度
に
お
け
る
効

率
性
、
透
明
性
の
向
上
を
図
り
、
給

付
や
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、
国
民
の
利
便
性
の
向
上
を

図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
社
会
的
基

盤
（
イ
ン
フ
ラ
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
番
号
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
よ
り

正
確
な
所
得
把
握
が
可
能
と
な
り
、

社
会
保
障
・
税
の
給
付
と
負
担
の
公

平
性
が
図
ら
れ
、
よ
り
公
平
・
公
正

な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
社
会
保
障
・
税
に

か
か
る
各
種
行
政
事
務
の
効
率
化
が

図
ら
れ
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
な

ど
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
と

は
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
持
つ
12
桁

の
数
字
の
み
で
構
成
さ
れ
る
番
号
の

こ
と
で
、
平
成
27
年
10
月
か
ら
住
民

票
を
有
す
る
全
て
の
国
民
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
通
知
さ
れ
ま
す
。
個
人
番

号
の
通
知
は
、
各
市
町
村
か
ら
住
民

票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
住
所
あ
て
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
「
通

知
カ
ー
ド
」
を
送
る
こ
と
に
よ
っ
て

社会保障・税番号制度がスタートします
平成27年10月からスタートする「社会保障・税番号制度
（マイナンバー制度）」についてお知らせします。

 「行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律」（マイナンバー法）が昨年
５月に国会で成立されました。平成26年度は制度導
入に必要なシステム設計・開発・テストを実施。平
成27年10月からマイナンバーの付番が開始され、平
成28年１月より、社会保障・税・防災等において、
マイナンバーの利用が開始される予定です。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
っ
て

な
に
？

公
平・公
正
な
社
会
の

実
現
に
向
け
て

行
わ
れ
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
番
号
が
漏
洩

し
不
正
に
使
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
を
除
い
て
一
生
変
更
さ
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

　
番
号
制
度
に
お
け
る
本
人
確
認
の

仕
組
み
と
し
て
、
希
望
の
あ
っ
た
方

に
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
を
交
付
し

ま
す
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
券
面
に
は
、

「
氏
名
」、「
住
所
」、「
生
年
月
日
」、「
性

別
」、「
個
人
番
号
」が
記
載
さ
れ
、「
本

人
の
写
真
」
が
表
示
さ
れ
、
こ
れ
ら

の
事
項
等
が
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
記
録
さ

れ
ま
す
。

本
人
確
認

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）

■個人番号カードイメージ図

（裏）

（表）

マイナンバー制度とは

マイナンバー
キャラクター
愛称：マイナちゃん
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個
人
番
号
お
よ
び
法
人
番
号
の
導

入
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
お
よ
び
法

人
な
ど
に
関
す
る
正
確
な
情
報
が
迅

速
に
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か

ら
、
行
政
事
務
の
効
率
化
や
き
め
細

か
な
支
援
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
、
町
民
の
方
々
に
も
、
申
請
の

際
の
添
付
書
類
が
不
要
に
な
る
と
い

っ
た
手
続
き
の
負
担
軽
減
や
、
本
人

確
認
の
簡
素
化
そ
の
他
の
利
便
性
の

向
上
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
27
年
10
月
か
ら
個
人
番
号
の

付
番
が
開
始
さ
れ
、
国
民
一
人
一
人

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た

「
通
知
カ
ー
ド
」
が
送
付
さ
れ
る
予

定
で
す
。

　

今
後
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
す
る

情
報
は
、
町
広
報
紙
や
町
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
通
じ
て
お
知
ら
せ
し
て
い
く

予
定
で
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
す

る
ご
質
問
等
は
下
記
担
当
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

今
後
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

番
号
制
度
導
入
に
よ
る

メ
リ
ッ
ト

問い合わせ●町総務課　総務班　☎0187（84）1111

　マイナンバーの利用範囲は、マイナンバー法に規
定された社会保障・税・防災分野などの事務での利
用とされています。
　また、市町村がマイナンバーを独自に利用したい

場合は、社会保障、地方税、防災分野に関連する事
務であれば、条例で定めることで独自利用が可能に
なります。

マイナンバーの利用例

国民の皆さまは行政機関や民間企業などへのマイナンバーの告知が必要となります。

マイナンバーは次のような場面で使います。マイナンバーは次のような場面で使います。

毎年6月の児童手当の現況届の際に、
市町村にマイナンバーを提示します。

厚生年金の裁定請求の際に、
年金事務所にマイナンバーを提示します。

ハローワークにマイナンバーを提示し、
雇用保険資格取得届等に記載します。

勤務先にマイナバーを提示し、源泉徴収
票等に記載します。

【ケース1】福祉分野 【ケース2】年金分野

【ケース3】労働分野 【ケース4】税分野

ハローワーク

市町村 年金事務所

勤務先従業員の個人番号を雇
用保険資格取得届等に
記載してハローワーク
などに提出します

従業員やその扶養家族の
個人番号を源泉徴収票等
に記載して税務署や市町
村に提出します。
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